
北海道入札監視委員会の運営に関する事務処理要領

第１ 趣旨
この要領は、北海道入札監視委員会設置要綱（以下「要綱」という ）第２に掲げ。

る所掌事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第２ 定義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。
（１）部長等 北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号。以下「財務規則」と

いう ）第２条第１号に規定する者をいう。。
（２）部局長 財務規則第２条第４号に規定する者をいう。

第３ 対象工事等
要綱第２に定める「北海道が発注した工事等」とは、財務規則第２条第３号に規定

する本庁及び別表第１に掲げる部局並びに企業局において所管する１件の予定価格が
２５０万円を超える建設工事（造林を除く ）及び１件の予定価格が１００万円を超。
える工事に係る設計、測量、地質調査等の委託業務（以下「工事等」という ）とす。
る。ただし、道の行為を秘密にする必要があるものは除くものとする。

第４ 入札監視委員会への報告
１ 要綱第２第１号に掲げる「入札・契約手続の運用状況等の報告」は 「発注一覧」、
（別記第１号様式（工事 、別記第２号様式（委託 ）及び「総括表 （別記第３号様） ） 」
式（工事 、別記第４号様式（委託 ）により行うものとする。） ）

２ 部長等 教育長及び警察本部長を含む 以下 本項において同じ 及び部局長 支（ 。 、 。） （
、 。 、 。） 、 、庁長 教育長及び警察本部長を除く 以下 本項において同じ は 前項の報告を

次に掲げる報告対象期間に応じ、提出期限までに総務部長に行うものとし、部局長に
あっては、関係の部長等を経由して行うものとする。ただし、入札契約総合管理シス
テムにおいて入札契約データとして管理している工事等については、関係の部長等が
当該所管分を取りまとめて総務部長に提出するものとする。

報告対象期間 総務部長への提出期限関係の部長等への提出期限

１月～３月入札執行分 ４月末日 ５月１０日

４月～６月入札執行分 ７月末日 ８月１０日

７月～９月入札執行分 １０月末日 １１月１０日

１０月～１２月入札執行分 １月末日 ２月１０日

注１ 報告対象期間に入札又は見積合わせを執行したものを対象とし、契約締結が
未了のものも含む。

なお、入札の結果、随意契約に移行したものを含み、入札不調となったもの
を除く。

２ 提出期限が閉庁日の場合は、翌開庁日をもって提出期限とする。
３ 支庁長及び企業局長にあっては、当該所管分（支庁長にあっては、前項ただし書き

の工事等を除く ）を前項の提出期限までに総務部長に提出するものとする。。

４ 総務部長は、前２項により提出された報告書を取りまとめの上、入札監視委員会に
報告するものとする。



第５ 審議案件の抽出
要綱第２第２号に定める「抽出」は、第４に基づく報告の中から、入札監視委員会

が無作為に抽出するものとする。この場合において、案件の抽出に当たっては、あら
かじめ入札監視委員会において指名された委員がこの事務を行うことができるものと
する。

第６ 審議案件に係る審査資料の提出
第５により審議案件が抽出されたときは、総務部長は、当該審議案件を所管する部

長等、部局長又は企業局長に対し、当該審議案件に係る次に掲げる資料を提出させる
ものとする。

（１）入札及び契約状況表（工事等に係る入札及び契約の状況等に関する事項の公表に
ついて（平成１３年３月２９日付け建情第２３２８号）別記様式）又はこれに類す
る資料

（２）入札参加者指名選考過程等一覧表（ 入札参加者指名選考委員会規程（準則）「『
の制定について』の一部改正について （平成１２年５月１日付け局総第９０号）」
別添書式例）又はこれに類する資料

（３）一般競争入札、公募型指名競争入札等にあっては、公告等及び技術審査会等の資
料

（４）その他入札監視委員会が必要と認めた資料

第７ 抽出案件の審議
１ 入札監視委員会は、抽出した案件について、当該案件が一般競争入札、公募型指名

競争入札及び工事希望型指名競争入札の場合にあっては、参加資格の設定理由、経緯
等について、通常の指名競争入札の場合にあっては、指名の理由、経緯等について、
随意契約の場合にあっては、契約の相手方の選定理由、経緯等について審議するもの
とする。

２ 入札監視委員会は、審議に当たり、原則として当該案件を所管する本庁、部局又は
企業局の職員を立会させるものとする。

第８ 現地調査
入札監視委員会は、必要に応じ、現地での調査を行うことができる。この場合にお

いて、抽出した案件以外の案件についても調査することができるものとする。

第９ 意見の具申又は勧告
入札監視委員会は、第７の審議又は第８の現地調査の結果、道の入札・契約手続の

運用状況等について、適切を欠くなど是正すべきものがあると判断したときは、知事
に対し、意見の具申又は勧告を行うものとする。

第１０ 再苦情の処理
１ 要綱第２第４号の「再苦情の審議」に当たり、再苦情の申立てができる者及び申立

てができる範囲並びに再苦情の申立ての手続にあっては、工事等における入札・契約
の過程における苦情処理要綱（平成１４年８月１９日付け建情第３４７号）第５及び
第６の定めによるものとする。

２ 要綱第２第５号の「 再苦情の審議」に当たり、再苦情の申立てができる者及び再「
苦情の申立ての手続きにあっては 工事等に係る指名停止等における苦情処理要領 平、 （
成１９年１月２５日付け建情第１１０１号）第４の定めによるものとする。

３ 再苦情の審議に当たり、入札監視委員会は必要の都度開催する。

第１１ 談合情報の審議等について
要綱第２第６号の談合情報の審議等については、次により行う。

１ 談合情報対応手続第１の１の（８）に定める談合情報に係る審議を行う。
２ 上記のほか、入札監視委員会が必要と認める場合において、談合情報対応等に関す

る審議を行うことができるものとする。



第１２ 内部通報への対応
「 」 、 。要綱第２第７号に掲げる 公共調達に係る通報 に関し必要な事項は 別に定める

附則
この要領は、平成１５年６月２日から施行する。

附則
この要領は、平成１９年８月３０日から施行する。

附則
この要領は、平成２１年２月１８日から施行する。




